
 

業務の適正を確保するための体制                        平成 27 年 6 月 24 日 

〔内部統制システムについて〕 

1．内部統制システム構築に関する基本方針 

（1）当社は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理および適正かつ効率

的な事業運営を目的に各種対策を講じる。 

（2）内部統制システムの整備・運用のため、内部統制委員会を設置し、規程・体制等の整備を行う

とともに、内部統制システムの有効性を評価した上で、必要な改善を実施する。 

 

2．内部統制システムに関する体制の整備 

（1）取締役および社員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社グループ（当社およびその子会社からなる企業集団をいう）は、企業倫理の確立なら

びに取締役および社員による法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的に「ＮＣＤグ

ループ行動規範」を制定し、その周知徹底を図る。 

②取締役は、重大な法令違反その他会社規程等の違反に関する重要な事実を発見した場合は、

直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。 

③内部監査室は、各部門の日常的な活動状況について、法令や社内規程の遵守に関して計画

的な監査を実施し、代表取締役社長および監査等委員に報告する。 

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①取締役の職務の執行に係る重要な文書および情報（議事録、決裁関係書類、契約書、会計・

財務関係書類等）は、文書および情報の管理に関する社内規程に基づき、所管部署におい

て適切な管理を行う。 

②取締役から、当該文書および情報の閲覧の要求があった場合は、速やかに提出する。 

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①事業上発生しうる損失の危険（以下「リスク」という）に備えるため、各種損失に関する

規程（内部情報管理規程、機密情報保護規程、個人情報保護規程等）を制定する。 

②内部統制委員会は、各種規程に基づき内部統制システムの整備、リスクの未然防止につい

て検討、対処する。 

③取締役会は、リスク管理の状況について監視し、必要に応じて指示を行う。 

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、組織の構成と各

組織の役割を定めた、組織規程と職務権限規程を制定する。 

②取締役会規程を定め、毎月開催される取締役会において経営に関する重要事項について決

定を行うとともに、職務の執行状況について報告する。 

③取締役会は、執行役員を任命し執行役員に対して権限委譲を行うことで、事業運営に関す

る迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進する。また、毎月の執行役員会で執行役

員より職務執行に関する報告を受ける。 

（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

①子会社に対し取締役の派遣や「ＮＣＤグループ行動規範」に基づいた業務遂行の情報共有

を行うとともに、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関す

る指導および支援を行う。 



 

②当社は、当社グループ各社の業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を、会社毎

に実施させる。 

③子会社の取締役は、当社が毎月開催する執行役員会、あるいは必要に応じて取締役会に出

席し、当該子会社の経営活動について報告する。 

④経理部は、子会社の経営内容を把握し、不正・誤謬の発生を防止するため、子会社から定

期的に事業および経理に関する報告を求める。 

（6）監査等委員の職務を補助すべき社員に関する事項およびその社員の取締役からの独立性に関す

る事項 

①監査等委員がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のう

え、監査等委員を補助する社員を指名するものとする。 

②指名された社員の指揮権は、補助すべき業務を遂行する期間において監査役に移譲された

ものとし、当該業務遂行中は他の指揮命令を受けないものとする。 

③当該社員の人事異動、評価等については監査等委員の意見を尊重し対処するものとする。 

（7）取締役および社員が監査等委員に報告するための体制および監査等委員の監査が実効的に行わ

れることを確保するための体制 

①監査等委員は、執行役員会や取締役会に出席し、さまざまな報告を求めることができる。 

②取締役および社員は、監査等委員から業務執行等に関する事項の報告を求められた場合は、

速やかに当該事項の報告を行う。 

③当社は、当社グループ各社の取締役、監査役または社員が、当社グループ各社の業務執行

に関し重大な法令もしくは社内ルールに違反、または会社に著しい損害を及ぼすおそれの

ある事実を発見したとき、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監

査等委員に報告を行う体制を整備する。 

④当社は、当社グループ各社において、上記③の報告を行った者に対し、当該報告を行った

ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 

⑤当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当社が監査等委員の職務の執行

に必要ないと認められる場合を除き、これを支払う。 

（8）財務報告の適正性を確保するための体制 

①財務報告の重要性を理解し、財務報告の適正性を確保するため関連諸規程および内部統制

システムを整備する。 

②内部統制システムは取引の発生から財務諸表が作成される過程において、虚偽や誤りが生

じる要因を洗い出し、これらリスクがコントロールできるように設計する。 

③内部統制システムの有効性を整備面および運用面から評価し、不備が発見された場合は速

やかに是正するとともに、期末時点での状況について適正な開示を行う。 

 

〔反社会的勢力排除について〕 

1．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は、社会の秩序や安全を阻害するおそれのある、あらゆる団体・個人との関係を一切持たな

い。また、このような団体・個人から接触を受けたときは、速やかに警察等のしかるべき機関に通

報するとともに、暴力的あるいは不当な要求に対しては、弁護士等を含め外部機関と連携して組織

的に対処する。 



 

 

2．反社会的勢力排除に向けた体制の整備 

(1) 「ＮＣＤグループ行動規範」に、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体との関

係は一切遮断する旨を明記し、すべての役員、使用人に対し啓蒙活動を行う。 

(2) 公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟しており、当団体や株主名簿管理人等

から反社会的勢力関連の諸情報を収集し、不測の事態に備え、常に最新の動向を把握するよう

努める。 

(3) これらの反社会的勢力に対する対応は、総務部が統括し、必要に応じ弁護士や警察等外部機関

と連携し、対処する。 

 

 

平成 20年 12月 20日 制定 

平成 23年  4月 28日 改定  

平成 27年  4月 30日 改定 

平成 27年  6月 24日 改定 

以  上 

 


